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初冬の候､ 会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より、支部事業活動にご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。 

「支部だより」第１３４号を発行致しました。皆様のご意見、ご感想をお寄せ下さい。 
  

平成２８年度第７回支部理事会［理事数４０名、監事数２名内、出席数３８名、委任状４

名］が、平成２８年１２月８日（木）１５時より、支部事務所にて開催されました。 

平成２９年度支部事業計画書（案）、地区開催事業、市町不動産無料相談所の開催日程、並びに

平成２９年度収支予算書（案）、について審議されました。支部定時総会議案として、会員皆様

に提案させていただきます。 

また、１１月に「平成２８年度法令遵守指導」実施（２０７名）させていただきました。    

対象会員の皆様にはご協力いただきましてありがとうございました。 
 
平成２９年度支部定時総会は、平成２９年２月１６日(木)１６時より、川越東武ホテルにて

開催致します。つきましては、１月中旬「支部定時総会開催通知」・「支部定時総会議案書」及

び「総会出欠(委任状)ハガキ」を、信書(郵便)にて送付させていただきます。「総会出欠(委任

状)ハガキ」を２月３日(金)必着にて、ご送付くださるようお願い申し上げます。 

引き続き、平成２９年２月１６日(木)１７時３０分より、川越東武ホテルにて、 

平成２９年新年賀詞交歓会を開催致します。参加を希望されます方は、申込書に会費を添えて 

（１名様３,０００円）地区長または支部事務局までお申込み願います。事前準備の都合もござ

いますので、１月３１日(火)までにお願い申し上げます。詳細につきましては、同封のご案内

（別紙）にてご確認願います。 

 

◆平成２９年１月は、各地区において「地区全体会議」及び「地区新年賀詞交歓会」が開催され

ます。日程は下記のとおりです。 

 【ふじみ野・1/２３(月) 川越・1/1９(木) 西入間・1/1６(月) 東松山・1/1７(火)】 

平成２９年度も４地区〈ふじみ野・川越・西入間・東松山〉にて、支部における地区開催事業

として、地域に密着した事業活動を計画しておりますのでご参加願います。 

 

≪協定書締結のお知らせ≫ 
「嵐山町における行政区・自治会への加入促進に関する協定書」の締結が結ばれました。 

締結日 平成２８年１０月２４日（月）  会員の皆様のご協力をお願い致します。 

 

 

業の廃止等を検討されている方は、早めのご対応と、支部までのご連絡をお願い致します。 

4 月 1 日以降になりますと、1 年分の会費を納入していただくことになります。 

毎年４月１日現在に会員資格を有する会員は、毎事業年度の会費全額を、６月末日までに 

納入しなければならない。                  ～定款施行規則より～ 

 

 

http://www.seibu-takuken.jp/
mailto:seibu@takuken.or.jp


［入会者］（平成２８年１１月１０日～平成２８年１２月 ８日）  
 

 
商号・名称 代表者名 事務所所在地 TEL FAX 

１ なし     

［退会者］（平成２８年１１月１０日～平成２８年１２月 ８日） 

№ 商号・名称 地 域 理 由 № 商号・名称 地 域 理 由 

１ ㈱丹徳 川越 廃業 ３    ㈱グレートホーム 富士見 支部移動 

２ ㈱ＴＤＵ 川越 廃業 ４ アサヒホーム㈱ 川越 廃業 

                    会員数６６６名（平成２８年１２月 ８日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

◆平成２８年１０月２０日（木）１３時３０分より「行政機関研修会」を開催いたしました。 

今年度は、三芳町長の林伊佐雄様をお迎えし活発な意見が交わされました。 

<支部ホームページにて当日の様子をご覧いただけます> 

 

◆不動産法律相談会開催日程 於 支部事務所〈１０時～１２時〉水曜日 

平成２９年 １／１1、２／８、３／８ 

ご相談をご希望される方は相談日の５日前までにお申し込み下さい。 
 

◆支部事務所休業のお知らせ 

１２月２９日（木）～平成２９年１月５日（木）  来年も宜しくお願い致します。  以上 

 

 ◆ 日 時  平成２９年２月１６日(木)１６時００分  

◆ 会 場  川越東武ホテル 

 ◆ 議 案  報告事項  

        審議事項 第１号議案 平成２９年度事業計画書(案)承認の件 

             第２号議案 平成２９年度収支予算書(案)承認の件  

        ※詳細につきましては、後日、郵送にてご案内致します 

 

 

＜宅建業免許更新期限を迎える方＞ 

宅建業免許更新、提出期間経過で免許失効！ 

免許権者への提出期間は、 

免許満了日の９０日前から 30 日前まで 

（協会経由：１００日前から 50 日前まで） 

※証紙は協会本部にて販売しております。 

埼玉県への宅建業免許申請・届出の書式等は、 

埼玉県建築安全課 HP から！ 

<アクセス方法> 

埼玉県庁 HP→建築安全課→宅地建物取引業→ 

業者免許の申請・届出（書式ダウンロード） 

※支部経由の場合は、別途書類有、ご連絡を！ 

 

 

 ◆ 日 時  平成２９年２月１６日(木)１７時３０分～１９時３０分 

 ◆ 会 場  川越東武ホテル 

 ◆ 定 員  ２００名（１社２名まで）定員になり次第締め切らせていただきます。 

 ◆ 会 費  １名様３,０００円 

 ◆ 申込先  地区長または埼玉西部支部事務局 

※詳細につきましては、同封の「平成２９年新年賀詞交歓会のご案内」をご覧下さい 


